
大気汚染防止法について

北海道日高振興局
保健環境部環境生活課



目次

•第１ 大気汚染防止法とは

•第２ 大気汚染防止法のアスベスト対策（概要）

•第３ 事前調査

•第４ 作業基準

2



第１ 大気汚染防止法とは

工場及び事業場から排出される大気汚染物質の規制等

◆ばい煙の排出規制
◆揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制
◆粉じんの排出規制 👈

◆有害大気汚染物質の対策の推進

大気環境を保全するため、大気汚染に関して、
国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する
ことなどを目的。



大気汚染防止法のアスベスト（石綿）用語
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用 語 内 容

特定粉じん
粉じんのうち、人の健康に被害を生じるおそれのある物質。

→ 現在、石綿が指定されている。

特定建築材料（※）
石綿を含む建築材料。（石綿を意図的に含有させたもの、石綿の質量が当

該建材の質量の0.1％を超えるもの）

特定粉じん排出等作業
特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又

は補修する作業（特定建築材料の囲い込みや封じ込めも含む）。

特定工事 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

届出対象特定工事 吹付け石綿（レベル1）及び石綿含有断熱材等（レベル2）の特定工事

※ 令和2年の法改正により、レベル3建材も追加された。



第２ 大気汚染防止法のアスベスト対策（概要）
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建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、

（特定建築材料が使用されているか否かの調査）を行い、
特定建築材料が使用されている場合は、

（石綿飛散防止対策 が義務付けられます。

また、 （レベル１，２建材に係る作業）の場合
は、
作業の14日前に都道府県等に、

を提出する必要あり。



規制の対象となる作業
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建築物又は工作物の解体等を行うときは、
あらかじめ特定建築材料の使用の有無の調査（ ）が必要。
（特定建築材料は、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1％を超えて含まれているものが該当。）

建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象。



特定建築材料に該当する建築材料の例
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特定建築材料の区分 建築材料の具体例

レ
ベ
ル
１

吹付け石綿

①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール（乾式・湿式）

③石綿含有ひる石吹付け材、④石綿含有パーライト吹付け材

レ
ベ
ル
２

石綿を含有する断熱材 ①屋根用折板裏断熱材、②煙突用断熱材

石綿を含有する保温材

①石綿含有保温材、②石綿含有けいそう土保温材

③石綿含有パーライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温材、

⑤石綿含有水練り保温材

石綿を含有する耐火被覆材 ①石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板第２種

レ
ベ
ル
３

石綿を含有する仕上塗材 ①石綿含有建築用仕上塗材

石綿含有成形板等 ①石綿含有成形板、②石綿含有セメント管、③押出成形品

④石綿含有ロックウール吸音板､⑤石綿含有ビニル床タイル



第３
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は、
工事の元請業者（又は自主施工者）に調査義務がある。
（発注者には、調査費用の負担など調査への協力義務あり。）

元請業者は、
①発注者に、書面をもって調査結果を説明する。

②特定建築材料の有無に関わらず、調査結果を工事現場に
掲示する。

③一定規模以上の工事の場合は、都道府県等に報告する。



を行う者（資格）(1)
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は、資格を有する者が行う。
元請業者に資格者がいない場合は、他者（資格者）に
調査を委託することが可能。

調査者の資格は、
①「建築物」と②「工作物」の２種類がある。
→ 現在、「建築物」は、資格者の調査が必要。

「工作物」は、令和８年１月１日以降着工の工事から
資格者による調査が必要になります。



を行う者（資格）(2)
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１. 建築物の調査資格

① 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者

イ 一般建築物石綿含有建材調査者
→ 全ての建築物の調査を行う資格

ロ 一戸建て等石綿含有建材調査者
→ 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った

調査（共有部分は除く）を行う資格。

ハ 特定建築物石綿含有建材調査者
→ 全ての建築物の調査を行う資格

（イに実地研修や口述試験を追加した講習により

取得。）

② 令和5年9月30日以前に
日本アスベスト調査診断協会に登録され、
事前調査を行う時点においても引き続き
同協会に登録されている者

いずれも
登録講習機関の
実施する講習会

を受講



を行う者（資格）(3)
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２. 工作物の調査資格

① 工作物石綿事前調査者講習の修了者 ② イ 一般建築物石綿含有建材調査者
ロ 特定建築物石綿含有建材調査者
ハ 令和5年9月30日以前に日本アスベスト

調査診断協会に登録された者

取扱対象

・特定工作物
① 反応槽、 ② 加熱炉、 ③ ボイラー及び圧力容器
④ 配管設備（建築物に設ける給水設備等の建築設備を除く。）
⑤ 焼却設備、 ⑥ 貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く。）
⑦ 発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。）
⑧ 変電設備、 ⑨ 配電設備、 ⑩ 送電設備（ケーブルを含む。）
⑪ 煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。）
⑫ トンネルの天井板、 ⑬ プラットホームの上家、 ⑭ 遮音壁
⑮ 軽量盛土保護パネル、 ⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物であるものを除く。）

・特定工作物以外の工作物

・特定工作物
左の⑪～⑰

・特定工作物以外の工作物

前スライドに登場した
建築物の調査資格と同じ



の資格講習
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建築物石綿含有建材調査者資格などの講習については、
厚生労働省の「石綿総合情報ポータルサイト」を参照願います。

情報が集約されていて便利です！



結果の「発注者への説明」（書面）(1)

13

石綿使用の有無に関わらず、必ず説明する事項

◆事前調査結果

◆調査の終了年月日

◆調査の方法

◆調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを
明らかにする事項（調査者の講習実施機関の名称等）

発注者へは

説明
（書面交付）



結果の「発注者への説明」（書面）(2)
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石綿使用「有」の場合は、前スライドの(1)に加えて次も

◇特定建築材料(石綿が含まれている建材)の種類・使用箇所・使用面積

◇特定粉じん排出等作業の種類（解体・改造・補修等）

◇特定粉じん排出等作業の実施期間

◇特定粉じん排出等作業の方法

◇対象となる建築物等の概要（構造・階数・延べ面積等）・配置図及び付近の状況(※)

◇特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

◇特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

◇下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の
氏名及び連絡場所(※)

※届出対象特定工事（レベル１，２）で該当する場合のみ。

「有」の場合、
その後の作業と関係します。

よって、作業計画と内容が類似。



結果の「行政への報告」(1)
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一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事では、
先の発注者への説明に加えて、
都道府県又は大気汚染防止法政令市
（札幌市、旭川市、函館市、小樽市、室蘭市、苫小牧市）に、
石綿の使用の有無を調査した結果を報告する必要があります。

この行政への調査結果の報告は、
原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請。

行政へは

報告
（電子申請）



結果の「行政への報告」(2)
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①
建築物を解体する作業を伴う建設工事(※1）であって、当該作業の対象とな
る床面積の合計が80㎡以上であるもの 【解体80㎡以上】

②
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(※1）であって、当該作
業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの 【改造・補修100万円以上】

③
工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当
該作業の請負代金の合計金(※2)が100万円以上であるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負った
ものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。
また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

以下の条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県また
は大気汚染防止法政令市に報告する必要があります。



石綿事前調査結果報告システム
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石綿使用の有無に関する調査結果の報告は、
原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。

システムなら、
職場に居ながら、
大防法と石綿則、
両方の報告が

一度で出来ます！



第４
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集じん
排気

共通の作業基準
（計画や確認、記録）

作業内容
の掲示

作業計画
の作成

個々の特定粉じん排出等作業ごとの作業基準
（実際の作業方法）

湿潤化

養生
隔離

負圧化

特定建築材料が使用されている建築物等を解体、改造、補修す

る者は、「 」を遵守しなければなりません。



や について見てきましたが、
次の資料が、各内容を解説しており便利です。
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「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和6
年2月改正）（令和７年３月訂正事項を反映）

特にｐ80-83（表 4.1.2 石綿飛散及びばく露防止対策の概要）が便利です。

掲載HP 環境省 大気環境・自動車対策

石綿（アスベスト）問題への取組



ご静聴
ありがとうございました。

北海道日高振興局
保健環境部環境生活課

地域環境係
電話 0146-22-9253（直通）本資料作成にあたり

環境省HPを参考としています。


